
法第4条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

[債務者が中小企業者である場合] （単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

平成28年
9月末

平成29年
3月末

平成30年
3月末

平成31年
3月末

0 0 0 0 0 12 2,187 4,312 5,340 7,348 8,973 9,979 10,550 11,708 12,848 13,374 13,653 13,965 14,201 14,376 14,492 14,677 14,832 14,923 15,100 15,301 15,453 15,698 15,865

うち、実行に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 1,339 3,602 4,629 5,697 7,712 8,621 9,286 10,021 11,338 11,920 12,236 12,470 12,724 12,921 13,052 13,179 13,318 13,461 13,614 13,806 13,930 14,208 14,374

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 31 192 239 274 298 304 315 347 365 382 392 400 411 420 423 427 431 435 443 455 458 460 467

うち、審査中の貸付債権の数 0 0 0 0 0 12 747 218 79 814 255 281 120 482 251 158 103 160 117 76 49 95 100 43 50 41 61 23 15

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 70 300 393 563 708 773 829 858 894 914 922 935 949 959 968 976 983 984 993 999 1,004 1,007 1,009

法第5条に基づく措置の実施状況
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

[債務者が住宅資金借入者である場合] （単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

平成28年
9月末

平成29年
3月末

平成30年
3月末

平成31年
3月末

2 15 20 28 40 53 68 79 101 149 169 203 247 268 290 316 342 367 395 416 441 463 491 517 571 623 669 745 882

うち、実行に係る貸付債権の数 0 7 12 16 21 29 41 51 54 76 90 113 136 158 171 185 198 215 235 255 268 284 308 325 359 392 429 488 569

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 8 14 32

うち、審査中の貸付債権の数 1 5 3 1 6 7 5 2 16 34 15 18 26 10 8 10 15 12 8 6 14 13 11 14 9 13 5 8 14

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 3 5 11 13 17 22 26 31 39 63 71 84 98 109 119 127 138 150 153 157 163 168 173 197 212 227 235 267

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数


